
徳
島
県
腕
山
放
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例

徳
島
県
腕
山
放
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
三
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
五
十
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

附
則
第
一
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
施
行
期
日
）」
を
付
す
る
。

附
則
第
二
項
に
見
出
し
と
し
て
「（
徳
島
県
畜
産
関
係
使
用
料
手
数
料
条
例
の
一
部
改
正
）」
を
付
し
、
附
則
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

（
利
用
の
制
限
）

3

第
二
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
は
、
放
牧
場
を
利
用
さ
せ
な
い
。

（
利
用
を
制
限
す
る
期
間
に
お
け
る
管
理
）

4

第
三
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
に
お
い
て
は
、
放
牧
場
の
管
理
は
、
知
事
が
行
う
。

附

則

こ
の
条
例
は
、
令
和
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

初
校

　

徳
島
県
腕
山
放
牧
場
の
設
置
及
び
管
理
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

令
和
五
年
三
月
十
四
日
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門

徳
島
県
条
例
第
十
三
号
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